
高齢者福祉施設等応援職員派遣支援事業 

 

長野県健康福祉部 介護支援課 

 

１．目 的 

高齢者福祉施設等（入所施設）において新型コロナウイルス感染症が発生し、入院又は
健康観察のため介護職員等が勤務できなくなり施設運営に支障をきたす場合に、他施設か
ら応援職員を派遣することにより、感染発生施設等の介護・福祉サービス提供体制を確保
します。 
職員の派遣にあたり、職員や派遣元施設等に対して、県から協力金を支給します。 

 

 

２．施設で感染者が発生した場合の基本的な対応 

入所施設や居住施設で、新型コロナウイルス感染症が発生した場合には、 

（１）まずは、施設内や同一法人内で必要な職員数を確保し、利用者（感染者以外の者）に

サービスを提供していただきたいと考えています。 

（２）同一法人の関連施設から感染発生施設に応援職員を派遣したため、関連施設（感染者

がいない施設）の職員が不足する場合には、関連施設での介護を支援するための応援

職員を他の法人から派遣します。 

（※県内では、複数施設・事業所を運営されている法人等がほとんどのため、こちらの形態

が応援派遣の中心になります。） 

（３）運営している施設が感染発生施設のみで、応援職員を派遣できる関連施設がない等の

法人の場合には、可能な限り感染リスクが低いと考えられる場所において、感染して

いない利用者に対する介護を支援するための応援職員を派遣します。 

 

 

【 イメージ図 】 
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３．応援職員派遣事業の概要（詳細は別紙１及び２をご覧ください） 

（１）応援職員の派遣期間 

   ・１週間程度（７～８日間）。 

   ・対応が長期化する場合は交代します。 

・直接派遣の場合は、派遣終了から２週間は自宅で待機します。 

 

（２）県からの協力金 

   ・応援職員（直接派遣・間接派遣）に支給していただく日当、交通費、傷害補償保険

料等の相当額は、県から、派遣元法人に協力金として支給します。 

【イメージ図の①②③】 

   ・感染症発生法人へ応援職員を派遣した他の法人に対して、県から、派遣 法人協力

費を支給します。【イメージ図の④】 

 

《協力金の内容》 

① ③感染症発生施設への応援職員 

＠20,000円×応援職員人日 

 

② 感染発生施設に応援職員を派遣した関連施設への応援職員 

      ＠16,000円×応援職員人日 

 

④ 応援職員を派遣した他の法人 

＠10,000円×応援職員人日  

 

（３）衛生資材 

   マスク、フェイスシールド、ガウンなどの必要な衛生資材は、感染発生施設の在庫が

不足する場合、県の備蓄から提供します。 

 

（４）研修 

   派遣元法人の応援職員要員に対して、感染予防策等の研修を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


